
事業所自衛消防隊の編成及び任務等
（非常災害時の活動は、火災時の自衛消防隊による活動を原則とする。）

総括責任者（　　　　　　　　　　　　）　
	班・担当
	災害等発生時の任務
	警戒宣言が発せられた場合の任務

	通報連絡班
情報収集担当


	(1) 非常ベルを鳴らす。
(2) 119番通報及び防災センターへ連絡する。
(3) 到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。
(4) 避難状況の取りまとめ
(5) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	(1) 気象や災害の情報収集。
(2) 事業所自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。
(3) 関係機関との連絡調整。
(4) 利用者家族への連絡。
(5) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




	初期消火班
点検担当


	(1) 避難路を確保し、水バケツ、消火器等を使用して初期消火する。
(2) 天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。
(3) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	(1) 担当区域の点検を行い、転倒落下防止等の被害防止措置を実施する。
(2) 火元の点検、ガス漏れの有無を確認。
(3) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




	避難誘導班


	(1) 避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。
(2) 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。
(3) 利用者への状況説明。
(4) 利用者の家族への引渡し。
(5) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	(1) 警戒宣言が発せられた場合の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。
(2) 警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。
(3) 利用者の安全確認。
(4) 施設、設備の被害状況確認。
(5) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	救護班


	(1) 負傷者の救出および安全な場所への移動。
(2) 応急手当及び病院などへの移送。
(3) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




	(1) 利用者の体調を確認し、避難優先順位を決める。
(2) 地域住民、ボランティア団体及び近隣の社会福祉施設等への救援要請と活動内容の調整。
(3) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	応急物資班


	(1) 食料、飲料水などの確保。
(2) 炊き出し、飲料水の供給。




	(1) 食料、飲料水などの確保。
(2) 運び出しの準備等。






事業所自衛消防隊は、全体についての消防計画に定める防火対象物自衛消防隊の地区隊となるものとする。
事業所自衛消防隊は、管理権原が及ぶ範囲を担当するが、防火対象物自衛消防隊長の命令により、防火対象物全体で活動するものとする。
また、この編成では対応が困難と認められる場合、総括責任者は、担当を増強若しくは移動するなどの対応により、効果的な活動を行わせる。
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